






























議案第２号 

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成18年久慈市条例第36号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「（以下「短時間勤務職員」という。）」

を削り、「除く」の次に「。次条において同じ」を加える。 

  第８条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項中「部

分休業（育児休業法第19条第１項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）の承認

は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成18年久慈市条例第35号）第

３条第２項に規定する正規の勤務時間（非常勤職員（短時間勤務職員を除く。以下

この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）

の始め又は終わりにおいて」を「育児休業法第19条第２項第１号に掲げる範囲内で

請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承

認は」に改め、同条第２項中「を承認されている職員」を「の承認を受けて勤務し

ない職員」に、「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第３項中「部分休

業」を「第１号部分休業」に改める。 

第８条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第８条の２ 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１項

に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間を単

位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ

当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であっ

て、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時

間数 

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残

時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（部分休業の請求の申出に係る１年の期間） 



第８条の３ 育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月１日

から翌年３月31日までとする。 

（第２号部分休業の上限時間） 

第８条の４ 育児休業法第19条第２項第２号の条例で定める時間は、次の各号に掲

げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に10を乗じて

得た時間 

（部分休業の請求に係る申出の内容を変更することができる特別の事情） 

第８条の５ 育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷

又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の規定

による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第３項

の規定に基づく変更をしなければ職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養

育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 

第９条中「部分休業」を「第１号部分休業又は第２号部分休業」に改める。 

第10条を次のように改める。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第10条 育児休業法第19条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の条例

で定める事由は、職員が育児休業法第19条第３項の規定に基づく変更をしたとき

とする。 

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成18年久慈市条例第182号）

の一部を次のように改正する。 

  第19条第２項中「１日の勤務時間の」の次に「全部又は」を、「範囲内」の次に

「又は１年につき市長が指定する時間を超えない範囲内」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第19条第１項の規



定により、同条第２項第２号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令

和８年３月31日までの間における同条第１項に規定する部分休業の承認の請求をす

る場合における第１条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第８条

の４の規定の適用については、同条第１号中「77時間30分」とあるのは「38時間45

分」と、同条第２号中「10」とあるのは「５」とする。 

令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

 国の例に準じて１日につき２時間を超えない範囲内で請求する部分休業の承認の要

件を緩和し、及び地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い１年につき

上限時間を超えない範囲内で請求する部分休業の上限時間を定める等所要の改正をし

ようとするものである。 

 



議案第３号 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成18年久慈市条例第35号）の一部

を次のように改正する。 

第19条を第20条とし、第18条を第19条とし、第17条の３の次に次の１条を加える。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第18条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、職員の育児休業等に関する条例（平

成18年久慈市条例第36号）第11条第１項の規定による申出（以下この項において「申

出」という。）をしたときは、当該職員に対して、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

(1) 申出をした職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「出

生時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 出生時両立支援制度等の利用に係る申告等に係る当該職員の意向を確認するた

めの措置 

(3) 申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該職員の家庭の状況に起因して

当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭

生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る当該職員の意向を確認

するための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象職員」

という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育児期

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 育児期両立支援制度等の利用に係る申告等に係る対象職員の意向を確認するた

めの措置 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の

状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との

両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により職員の意向を確認した場



合は、当該意向に配慮しなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

 （経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、こ

の条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第18条第２項の

規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、

その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。 

令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

 国の例に準じて職員から妊娠又は出産等についての申出があった場合において任命

権者が講じなければならない措置を定める等所要の改正をしようとするものである。 

 



議案第４号 

市税条例の一部を改正する条例 

市税条例（平成18年久慈市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第19条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事項をい

う。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以

下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定する方法により不特定多数の者が

閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を」

を加え、「掲示して行う」を「掲示し、又は公示事項を市の事務所に設置した電子計

算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることに

よってする」に改める。 

第19条の２中「地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」と

いう。）」を「施行規則」に改める。 

第35条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改

める。 

第37条の２第１項ただし書中「若しくは法第314条の２第４項」を「、法第314条の

２第４項」に改め、「扶養控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第12号に規定する特定親族をいう。第37条の３の２第１項第３号及び第

37条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。）に係るものを除く。）」を加える。 

第37条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

第37条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（退職手当等

に係る所得を有する者であって、合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）」

を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を加える。 

附則第16条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第16条の２の２ 令和８年４月１日以後に第88条の２第１項の売渡し又は同条第２項

の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行われた加熱式

たばこ（第88条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい、第89条の２の規定により製

造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）に係る第90条第１

項の製造たばこの本数は、同条第３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に



掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第88条第１

号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によ

るものとする。 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を原料の

全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たば

こ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の

２に規定するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供されるものに

限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則附則第８条の

４の３に規定するものに係る部分の重量を除く。以下この項から第３項までにお

いて同じ。）の0.35グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、

当該加熱式たばこの１本当たりの重量が0.35グラム未満である場合にあっては、

当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の0.2グラム

をもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっては、当該加熱式たばこ

の品目ごとの１個をもって紙巻たばこの20本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受ける

もの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻た

ばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われた加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量

を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算す

る方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に0.1グ

ラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第89条の２の規定により製造たばことみな

されるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、

適用しない。 

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第89条の２の規定により製造たばことみ

なされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条の規定



により製造たばことみなされるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの

品目のもの 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第16条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第４条の規定 令和８年

４月１日 

(2) 第19条及び第19条の２の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改正

する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第12号に掲げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の市税条例（以下「新条例」という。）第19条の規定

は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日

前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第35条の２及び第37条の２第１項ただし書の規定は、令和８年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第37条の２第１項

の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除額（特定親族（同条

第１項第12号に規定する特定親族をいう。第37条の３の２第１項第３号及び第37条

の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第37条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に支払を受けるべき新条例第37条の２第１項ただし書に規定する給与

について提出する新条例第37条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書につ

いて適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の市税条例（以下

「旧条例」という。）第37条の２第１項ただし書に規定する給与について提出した

旧条例第37条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書については、なお従前

の例による。 



４ 新条例第37条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法

（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）

について提出する新条例第37条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、

施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第37条の３の３第

１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課

した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第16条の２の２第１項に規

定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る市たばこ税については、

なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月30日までの間に、市税条例第88条の２第１項の売

渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた加熱式たばこに係る同条例

第90条第１項の製造たばこの本数は、同条第３項及び新条例附則第16条の２の２の

規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

(1) 市税条例第90条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第16条の

２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号において同じ。）の本数に0.5

を乗じて計算した製造たばこの本数 

(2) 新条例附則第16条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数に0.5を乗

じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数

を切り捨てるものとする。 

  令和７年６月12日提出 

                         久慈市長 遠 藤 譲 一 

 提案理由 

 地方税法等の一部改正に伴い、公示送達方法の変更、個人市民税における特定親族

特別控除の追加、市たばこ税における加熱式たばこの課税標準に特例を設ける等所要

の改正をしようとするものである。 



議案第５号 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 （家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年久

慈市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加え、同項第１

号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改

め、同項第３号中「以下この号」の次に「及び第６項第１号」を加え、同条第５項

を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項各号列記以外の部分

を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

るものをいう。 

第６条第３項第１号中「当該家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事業者等」に、

「第27条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内

保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を

「小規模保育事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中

「次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認める」を「次に掲げる要件のいずれか

を満たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように

改める。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア

及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及

び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための

措置が講じられていること。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必

要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。 



第６条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと

認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするた

めの措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規模保育事業Ａ

型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事

項に係る連携協力を行うものをいう。 

附則第３条中「施行日から起算して10年を経過する日」を「令和12年３月31日」

に改める。 

（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準を定める条例（平成26年条例第18号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第２項中「含む」の次に「。第40条第２項及び第42条第６項第１号におい

て同じ」を加える。 

第37条第１項中「第42条第３項第１号」を「第42条第３項」に改める。 

第40条第２項中「（同法第73条第１項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）」を削る。 

第42条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」を

「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項第３号中

「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条第９項を同条第11項とし、同条

第５項から第８項までを２項ずつ繰り下げ、同条第４項中「（同法附則第73条第１



項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を削り、同項を同条第６項と

し、同条第３項各号列記以外の部分を次のように改める。 

前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定めるものをいう。 

第42条第３項第１号中「当該特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者」

に、「小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）」を「小規模保育

事業Ａ型事業者等」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「次の各号に掲

げる要件」を「次に掲げる要件」に、「全てを満たすと認める」を「いずれかを満

たす」に、「前項第２号」を「第１項第２号」に改め、同項各号を次のように改め

る。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次

のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分

担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするため

の措置が講じられていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のため

に必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であ

ること。 

第42条中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと

認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにする



ための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小規模保育事業

Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力

を行うものをいう。 

附則第４条中「この条例の施行の日から起算して10年を経過する日」を「令和12

年３月31日」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改

正に伴い、家庭的保育事業者等の連携施設の確保に関する基準を改め、併せて所要の

整備をしようとするものである。 

 



議案第６号 

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正する条例 

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成24年久慈市条

例第16号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「令和７年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域にお

ける固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

復興産業集積区域における産業の振興を図るため、固定資産税の課税免除の対象と

なる固定資産の取得期間を延長しようとするものである。 



議案第７号 

   久慈市立小中学校設置条例の一部を改正する条例 

 久慈市立小中学校設置条例（平成18年久慈市条例第166号）の一部を次のように改

正する。 

第１条の表久慈市立来内小学校の項を削る。 

第２条の表久慈市立大川目中学校の項、久慈市立夏井中学校の項、久慈市立侍浜中

学校の項及び久慈市立三崎中学校の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

  令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

 提案理由 

 来内小学校、大川目中学校、夏井中学校、侍浜中学校及び三崎中学校を廃止し、来

内小学校は山形小学校に、大川目中学校、夏井中学校及び侍浜中学校は久慈中学校に、

三崎中学校は長内中学校にそれぞれ統合しようとするものである。 

 



議案第８号 

久慈市民体育館空調機更新工事の請負契約の締結に関し議決を求める 

ことについて 

久慈市民体育館空調機更新工事の請負に関し、次のとおり契約を締結するため、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18年久慈市条例第50号）

第２条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 工 事 名 久慈市民体育館空調機更新工事 

２ 工事場所 久慈市新中の橋地内 

３ 契約金額 411,400,000 円 

４ 受 注 者 住所 久慈市大川目町第１地割 67 番地２ 

氏名 株式会社カネヨシ水道工業所 

代表取締役社長 嵯峨 庸肇 

令和７年６月 12 日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

提案理由 

久慈市民体育館空調機更新工事の請負契約を締結しようとするものである。 

 





議案第９号 

市道路線の認定に関し議決を求めることについて 

次の市道路線を認定するため、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規

定により、議会の議決を求める。 

認定しようとする路線 

路線番号 路 線 名 起   点 終   点 
重要な

経過地 

2156 中里軌道線 
久慈市小久慈町第８

地割10番１地先 

久慈市小久慈町第

８地割10番10地先 

 

令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

提案理由 

中里軌道線について、公共性が認められるので市道に認定しようとするものである。 



議案第９号参考資料

この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

市道小久慈線

終点

起点

主要地方道久慈岩泉線

位置図

中里軌道線

延長：69.4ｍ



議案第10号 

財産の取得に関し議決を求めることについて 

次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18

年久慈市条例第50号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 取得する目的 

中学校の統廃合に伴う遠距離通学支援の用に供するため 

２ 取得する財産 

種 別 名 称 数 量 取得予定価格 

備 品 マイクロバス ５台 57,200,000円 

３ 取得の方法 

買入れ 

令和７年６月12日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

中学校の統廃合に伴う遠距離通学支援の用に供する備品を買入れしようとするもの

である。 














